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第 ２ 学 年 

 

第２学年の教育相談の実施について 

 

保護者のみな様におかれましては、平素より本校の教育活動にご理解ご協力をいただきありがと

うございます。 

緊急事態宣言の期間中における第２学年の学習活動を、明日４月２８日（水）・３０日（金）・５月

６日（木）について以下のように実施いたします。午後からの教育相談では、このたびの新型コロナ

ウィルス感染症対策に伴い、悩みや不安を持ちながらさまざまな対応を迫られている生徒達への支

援を図ります。どうぞご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

 

記 

 

各日の学習活動の時程は以下の通りです。 

8:30～９:45 家庭にて学習課題に取り組みます 

9:45～10:15 登校 

10:15～10:30 学活・健康観察 

10:30～11:20 学習活動 

11:20～11:30 休憩時間 

11:30～12:20 学習活動 

12:20～12:50 給食 

12:50～13:00 学活・下校 

放課後 教育相談 

（登下校の時間が変わりますのでご注意ください） 

以上 

 


